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令和６年度 中山間地域等直接支払制度の実施状況 

 

設楽町 産業課 

 

１ 集落協定の概要 

（１） 制度の対象となる地域及び農用地  

ア 対象地域  

・特定農山村法、山村振興法、過疎法で指定された地域 

イ 対象農用地  

・農振農用地区域内の農用地で、傾斜等の一定の要件を満たす農用地  

（２） 対象者  

・集落協定又は個別協定に基づき、５年間以上継続して農業生産活動等を行う

農業者等  

（３） 交付単価（10a当たりの交付の上限単価） 

  ア 傾斜農用地等 

地目 区分（傾斜度） ①基礎単価 ②体制整備単価 

田 
急傾斜（1/20以上） 16,800円 21,000円 

緩傾斜（1/100以上） 6,400円 8,000円 

畑 
急傾斜（15度以上） 9,200円  11,500円  

緩傾斜（8度以上）  2,800円  3,500円  

 イ 加算措置 

 （ア）集落協定広域化加算 

地目 ①基礎単価 ②体制整備単価 

田 2,400円 3,000円 

畑 2,400円  3,000円  

（イ）生産性向上加算 

地目 ①基礎単価 ②体制整備単価 

田 2,400円 3,000円 

畑 2,400円  3,000円  

①基礎単価：単価の８割を交付  

・農業生産活動等を継続するための活動のみを行う場合の単価 

例）耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動、周辺林地の管理等  

②体制整備単価：単価の１０割を交付 

・上記の活動に加え、農業生産活動等の体制整備のための活動を行う場合の単価 

集落戦略を令和６年度までに作成する。 
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２ 協定農用地の基準別の面積及び交付額 

交付基準 面積 交付額 

田 
急傾斜 444,334㎡ 9,331,014円 

緩傾斜  1,808,901㎡ 14,471,208円 

畑 
急傾斜  7,786㎡ 89,539円  

緩傾斜 101,421㎡ 354,973円  

計 2,362,442㎡ 24,246,734円 

 

３ 集落協定締結数、個別協定締結数及び各集落への交付額 

・集落協定数 ２８協定 

集落協定名 交付額 個人配分

割合(%) 

共同取組活

動割合(%) 

共同取組活動に配分さ

れた交付金の使途 

小塩 518,196円 96 4 役員報酬 

荒尾・和市 1,151,454円 77 23 道・水路管理費,その他 

田内 483,934 円 98 2 役員報酬 

田峯 1,188,810円  
82 18 

役員報酬,農地管理費,

その他 

梨野程野 373,942 円 100 0   

下山 443,100 円 95 5 役員報酬 

清水Ａ 1,220,704 円  
75 25 

役員報酬,鳥獣被害防止

対策費 

清水Ｂ 320,670 円  94 6 役員報酬 

清水Ｃ 821,667 円  98 2 役員報酬 

清水Ｄ 419,080 円  96 4 役員報酬 

川口Ａ 1,616,244 円  
93 7 

役員報酬,道・水路管理

費 

川口Ｂ 2,022,847 円  100 0   

川口Ｃ 648,942 円  100 0   

貝津田 756,872 円  

37 63 

役員報酬,道・水路管理

費,農地管理費,鳥獣害

被害防止対策費 

湯谷 1,885,827 円  77 23 役員報酬,農地管理費 

大平 645,232 円  92 8 役員報酬 

東部 4,110,636 円  
71 29 

役員報酬,研修会等費,

農地管理費,その他 
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社脇 858,032 円  
85 15 

役員報酬,道・水路管理

費 

久栃 539,640 円  
87 13 

役員報酬,道・水路管理

費 

出郷 703,464 円  92 8 道・水路管理費 

大桑 594,712 円  90 10 役員報酬 

大桑東 165,824 円 94 6 役員報酬 

猪ノ沢 895,696 円  100 0   

飛田 349,116 円  
42 58 

役員報酬,道・水路管理

費 

市場口 300,448 円  
73 27 

役員報酬,道・水路管理

費 

市場口第２ 492,560 円  
49 51 

役員報酬,道・水路管理

費 

桃原・寿計田 1,436,174 円  100 0   

奥・中大名地 323,744 円  100 0   

計 25,287,567 円 （加算措置額含む） 
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４ 農業生産活動等の実施状況 

集落協定名 

農業生産活動等として取り組むべき事項 

農業生産活動等 多面的機能を増進する活動 

耕作放棄地の防止等

の活動 

水路、農道等 

の管理活動 

周辺林地の 

下草刈 

鳥類の

餌場の

確保 

堆きゅ

う肥の

施肥 農地の 

法面管理 

鳥獣被害

防止対策 

水路の 

管理 

農道の 

管理 

小塩 ○ ○ ○ ○ ○   

荒尾・和市 ○ ○ ○ ○ ○   

田内 ○  ○ ○ ○   

田峯 ○ ○ ○ ○ ○   

梨野程野 ○  ○ ○ ○   

下山 ○ ○ ○ ○ ○   

清水Ａ ○  ○ ○ ○   

清水Ｂ ○ ○ ○ ○ ○   

清水Ｃ ○  ○ ○ ○   

清水Ｄ ○  ○ ○ ○   

川口Ａ ○ ○ ○ ○ ○   

川口Ｂ ○ ○ ○ ○ ○   

川口Ｃ ○ ○ ○ ○ ○   

貝津田 ○ ○ ○ ○ ○   

湯谷 ○ ○ ○ ○ ○   

大平 ○  ○ ○ ○   

東部 ○  ○ ○   ○ 

社脇 ○ ○ ○ ○   ○ 

久栃 ○ ○ ○ ○   ○ 

出郷 ○  ○ ○ ○   

大桑 ○  ○ ○  ○  

大桑東 ○  ○ ○   ○ 

猪ノ沢 ○ ○ ○ ○ ○   

飛田 ○  ○ ○ ○   

市場口 ○  ○ ○ ○   

市場口第２ ○  ○ ○ ○   

桃原・寿計田 ○  ○ ○ ○   

奥・中大名地 ○  ○ ○ ○   
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５ 農業生産活動等の体制整備の実施状況 

集落協定名 

農業生産活動等の体制整備 

として取り組むべき事項 

集落戦略の作成 

小塩 作成済 

荒尾・和市 作成済 

田内 作成済 

田峯 作成済 

梨野程野 作成済 

下山 作成済 

清水Ａ 作成済 

清水Ｂ 作成済 

清水Ｃ 作成済 

清水Ｄ 作成済 

川口Ａ 作成済 

川口Ｂ 作成済 

川口Ｃ 作成済 

貝津田 作成済 

湯谷 作成済 

大平 作成済 

東部 作成済 

社脇 作成済 

久栃 作成済 

出郷 作成済 

大桑 作成済 

大桑東 作成済 

猪ノ沢 作成済 

飛田 作成済 

市場口 作成済 

市場口第２ 作成済 

桃原・寿計田 作成済 

奥・中大名地 作成済 

 


